
公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

1
一般財団法人
国際ビジネスコミュニケーショ
ン協会

賛助会員会
費

514,300 102,860
1月7，15日
2月1，4，25日

会員となることにより，一般財団法人国際ビ
ジネスコミュニケーション協会が実施する資
格試験の受験料が値引きとなり，非会員価
格で受験する際に支払う総額よりも，受験料
と会費の総額のほうが安価であり，経済的
利益が確保できるため。協会として学校を単
位とした加入をルールとしているため，法人
として複数口の支出を行っている。

- -

614,300

※公益法人の区分欄の｢特社｣は特例社団法人を，｢公社｣は公益社団法人を，｢公財｣は公益財団法人をそれぞれ表す。

【独立行政法人国立高等専門学校機構】

平成３０年度第4四半期における公益法人等への会費支出の状況

交付先法人名称 名目・趣旨
交付額
（単位：円）

支出先法人が定め
る会費一口当たり
の金額、もしくは最
低限の金額
（単位：円）

交付日等
（支出決定日）

支出の理由等

合計

公益法人の場合

2
公益社団法人
ロータリー日本財団

法人会費 100,000 100,000 1月17日
会員となることにより，　ロータリーの奉仕理
念に基づき地域貢献の見識を深め，地域社
会の活性化と発展に貢献するため

公社 国所管


